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ヲ （略） リ （略）

ワ 介護職員処遇改善加算 ヌ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金

の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定小規 の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定小規

模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定小規模多機能 模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定小規模多機能

型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成 型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成

33年３月31日までの間（⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣 30年３月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算す

が定める期日までの間）、次に掲げる単位数を所定単位数に加算 る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお

する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

おいては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからヲまでにより算定した単位 ⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからリまでにより算定した単位

数の1000分の102に相当する単位数 数の1000分の102に相当する単位数

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからヲまでにより算定した単位 ⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからリまでにより算定した単位

数の1000分の74に相当する単位数 数の1000分の74に相当する単位数

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからヲまでにより算定した単位 ⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからリまでにより算定した単位

数の1000分の41に相当する単位数 数の1000分の41に相当する単位数

⑷・⑸ （略） ⑷・⑸ （略）

５ 認知症対応型共同生活介護費 ５ 認知症対応型共同生活介護費

イ 認知症対応型共同生活介護費（１日につき） イ 認知症対応型共同生活介護費（１日につき）

⑴ 認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ) ⑴ 認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)

㈠ 要介護１ 759単位 ㈠ 要介護１ 759単位

㈡ 要介護２ 795単位 ㈡ 要介護２ 795単位

㈢ 要介護３ 818単位 ㈢ 要介護３ 818単位

㈣ 要介護４ 835単位 ㈣ 要介護４ 835単位

㈤ 要介護５ 852単位 ㈤ 要介護５ 852単位

⑵ 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ) ⑵ 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)

㈠ 要介護１ 747単位 ㈠ 要介護１ 747単位

㈡ 要介護２ 782単位 ㈡ 要介護２ 782単位

㈢ 要介護３ 806単位 ㈢ 要介護３ 806単位

㈣ 要介護４ 822単位 ㈣ 要介護４ 822単位
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㈤ 要介護５ 838単位 ㈤ 要介護５ 838単位

ロ 短期利用認知症対応型共同生活介護費（１日につき） ロ 短期利用認知症対応型共同生活介護費（１日につき）

⑴ 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ) ⑴ 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)

㈠ 要介護１ 787単位 ㈠ 要介護１ 787単位

㈡ 要介護２ 823単位 ㈡ 要介護２ 823単位

㈢ 要介護３ 847単位 ㈢ 要介護３ 847単位

㈣ 要介護４ 863単位 ㈣ 要介護４ 863単位

㈤ 要介護５ 880単位 ㈤ 要介護５ 880単位

⑵ 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ) ⑵ 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)

㈠ 要介護１ 775単位 ㈠ 要介護１ 775単位

㈡ 要介護２ 811単位 ㈡ 要介護２ 811単位

㈢ 要介護３ 835単位 ㈢ 要介護３ 835単位

㈣ 要介護４ 851単位 ㈣ 要介護４ 851単位

㈤ 要介護５ 867単位 ㈤ 要介護５ 867単位

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚 注１ （略）

生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を

満たすものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生

活介護事業所（指定地域密着型サービス基準第90条第１項に規

定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ

。）において、指定認知症対応型共同生活介護（指定地域密着

型サービス基準第89条に規定する指定認知症対応型共同生活介

護をいう。以下同じ。）を行った場合に、当該施設基準に掲げ

る区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所

定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件

に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に

相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は従業者の員

数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚

生労働大臣が定めるところにより算定する。

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。
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指定認知症対応型共同生活介護の施設基準

イ 認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)を算定すべき指定認知症対応

型共同生活介護の施設基準

⑴ 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所（指定地域密着

型サービス基準第九十条第一項に規定する指定認知症対応型

共同生活介護事業所をいう。以下同じ。）を構成する共同生

活住居（法第八条第二十項に規定する共同生活を営むべき住

居をいう。以下同じ。）の数が一であること。

⑵ （略）

ロ （略）

ハ 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)を算定すべき指定認

知症対応型共同生活介護の施設基準

⑴・⑵ （略）

⑶ 次のいずれにも適合すること。ただし、利用者の状況や利

用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護

支援専門員が、緊急に短期利用認知症対応型共同生活介護費

を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護（以下この号に

おいて「短期利用認知症対応型共同生活介護」という。）を

受けることが必要と認めた者に対し、居宅サービス計画（法

第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画をいう。）に

おいて位置付けられていない短期利用認知症対応型共同生活

介護を提供する場合であって、当該利用者及び他の利用者の

処遇に支障がない場合にあっては、㈠及び㈡の規定にかかわ

らず、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所を構成する

共同生活住居の定員の合計数を超えて、個室において短期利

用認知症対応型共同生活介護を行うことができるものとする

。

㈠ 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住

居の定員の範囲内で、空いている居室等を利用するもので

あること。
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㈡ 一の共同生活住居において、短期利用認知症対応型共同

生活介護を受ける利用者の数は一名とすること。

⑷～⑹ （略）

ニ （略）

２ イについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場 （新設）

合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の1

0に相当する単位数を所定単位数から減算する。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

認知症対応型共同生活介護費における身体拘束廃止未実施減算の

基準

指定地域密着型サービス基準第九十七条第六項及び第七項に規

定する基準に適合していないこと。

３・４ （略） ２・３ （略）

５ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市 ４ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市

町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所におい 町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所におい

て、若年性認知症利用者に対して、指定認知症対応型共同生活 て、若年性認知症利用者に対して、指定認知症対応型共同生活

介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、１ 介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、１

日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、注４を算 日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、注３を算

定している場合は、算定しない。 定している場合は、算定しない。

６ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市 （新設）

町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所におい

て、利用者が病院又は診療所への入院を要した場合は、１月に

６日を限度として所定単位数に代えて１日につき246単位を算

定する。ただし、入院の初日及び最終日は、算定できない。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

認知症対応型共同生活介護費の注６の厚生労働大臣が定める基準

330



- 32 -

利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合

であって、入院後三月以内に退院することが明らかに見込まれる

ときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適

切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除

き、退院後再び当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に円滑

に入居することができる体制を確保していること。

７ （略） ５ （略）

ハ 初期加算 30単位 ハ 初期加算 30単位

注 イについて、入居した日から起算して30日以内の期間について 注 イについて、入居した日から起算して30日以内の期間について

は、初期加算として、１日につき所定単位数を加算する。30日を は、初期加算として、１日につき所定単位数を加算する。

超える病院又は診療所への入院の後に指定認知症対応型共同生活

介護事業所に再び入居した場合も、同様とする。

ニ 医療連携体制加算 ニ 医療連携体制加算 39単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして市町 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして市町

村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所において、 村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所において、

指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げ 指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、医療連携体制加

る区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位数を加算する。た 算として、１日につき所定単位数を加算する。

だし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては

、次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴ 医療連携体制加算(Ⅰ) 39単位

⑵ 医療連携体制加算(Ⅱ) 49単位

⑶ 医療連携体制加算(Ⅲ) 59単位

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。

指定認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算に係る

施設基準

イ 医療連携体制加算(Ⅰ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活

介護の施設基準

⑴ 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として又
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は病院、診療所若しくは指定訪問看護ステーションとの連携

により、看護師を一名以上確保していること。

⑵ 看護師により二十四時間連絡できる体制を確保しているこ

と。

⑶ 重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利

用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同

意を得ていること。

ロ 医療連携体制加算(Ⅱ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活

介護の施設基準

⑴ 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として看

護職員を常勤換算方法で一名以上配置していること。

⑵ 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員である看

護職員又は病院、診療所若しくは指定訪問看護ステーション

の看護師との連携により、二十四時間連絡できる体制を確保

していること。ただし、⑴により配置している看護職員が准

看護師のみである場合には、病院、診療所又は指定訪問看護

ステーションの看護師により、二十四時間連絡できる体制を

確保していること。

⑶ 算定日が属する月の前十二月間において、次のいずれかに

該当する状態の利用者が一人以上であること。

㈠ 喀痰吸引を実施している状態
かくたん

㈡ 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態
ろう

⑷ イ⑶に該当するものであること。

ハ 医療連携体制加算(Ⅲ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活

介護の施設基準

⑴ 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として看

護師を常勤換算方法で一名以上配置していること。

⑵ 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員である看

護師又は病院、診療所若しくは指定訪問看護ステーションの
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看護師との連携により、二十四時間連絡できる体制を確保し

ていること。

⑶ イ⑶及びロ⑶に該当するものであること。

ホ 退居時相談援助加算 400単位 ホ 退居時相談援助加算 400単位

注 利用期間が１月を超える利用者が退居し、その居宅において居 注 利用期間が１月を超える利用者が退居し、その居宅において居

宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当 宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当

該利用者の退居時に当該利用者及びその家族等に対して退居後の 該利用者の退居時に当該利用者及びその家族等に対して退居後の

居宅サービス、地域密着型サービスその他の保健医療サービス又 居宅サービス、地域密着型サービスその他の保健医療サービス又

は福祉サービスについて相談援助を行い、かつ、当該利用者の同 は福祉サービスについて相談援助を行い、かつ、当該利用者の同

意を得て、退居の日から２週間以内に当該利用者の退居後の居宅 意を得て、退居の日から２週間以内に当該利用者の退居後の居宅

地を管轄する市町村（特別区を含む。）及び老人介護支援センタ 地を管轄する市町村（特別区を含む。）及び老人介護支援センタ

ー（老人福祉法（昭和38年法律133号）第20条の７の２に規定す ー（老人福祉法第20条の７の２に規定する老人介護支援センター

る老人介護支援センターをいう。以下同じ。）又は地域包括支援 をいう。以下同じ。）又は地域包括支援センター（介護保険法第

センター（介護保険法第115条の46第１項に規定する地域包括支 115条の46第１項に規定する地域包括支援センターをいう。）に

援センターをいう。）に対して、当該利用者の介護状況を示す文 対して、当該利用者の介護状況を示す文書を添えて当該利用者に

書を添えて当該利用者に係る居宅サービス又は地域密着型サービ 係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供し

スに必要な情報を提供した場合に、利用者１人につき１回を限度 た場合に、利用者１人につき１回を限度として算定する。

として算定する。

ヘ （略） ヘ （略）

ト 生活機能向上連携加算 200単位 （新設）

注 利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通

所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施して

いる医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚

士が指定認知症対応型共同生活介護事業所を訪問した際に、計画

作成担当者（指定地域密着型サービス基準第90条第５項に規定す

る計画作成担当者をいう。リにおいて同じ。）が当該医師、理学

療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評

価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした認知症対

応型共同生活介護計画（指定地域密着型サービス基準第90条第５
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項に規定する認知症対応型共同生活介護計画をいう。以下この注

において同じ。）を作成した場合であって、当該医師、理学療法

士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該認知症対応型共同

生活介護計画に基づく指定認知症対応型共同生活介護を行ったと

きは、初回の当該指定認知症対応型共同生活介護が行われた日の

属する月以降３月の間、１月につき所定単位数を加算する。

チ 口腔衛生管理体制加算 30単位 （新設）
くう

注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定認

知症対応型共同生活介護事業所において、歯科医師又は歯科医師

の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る
くう

技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合に、１月につき

所定単位数を加算する。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着

型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護

療養施設サービス、介護医療院サービス、介護予防特定施設入居

者生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護における口腔
くう

衛生管理体制加算の基準

イ 事業所又は施設において歯科医師又は歯科医師の指示を受け

た歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、利用者、入所者

又は入院患者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成され
くう

ていること。

ロ 通所介護費等算定方法第五号、第八号、第九号、第十号、第

十二号、第十三号、第十四号、第十五号、第十九号及び第二十

二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

リ 栄養スクリーニング加算 ５単位 （新設）

注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定認
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知症対応型共同生活介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用

中６月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者

の栄養状態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあっ

ては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を

担当する計画作成担当者に提供した場合に、１回につき所定単位

数を加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で

既に栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定

しない。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

通所介護費、通所リハビリテーション費、特定施設入居者生活介

護費、地域密着型通所介護費、認知症対応型通所介護費、小規模

多機能型居宅介護費、認知症対応型共同生活介護費、地域密着型

特定施設入居者生活介護費、看護小規模多機能型居宅介護費、介

護予防通所リハビリテーション費、介護予防特定施設入居者生活

介護費、介護予防認知症対応型通所介護費、介護予防小規模多機

能型居宅介護費、介護予防認知症対応型共同生活介護費における

栄養スクリーニング加算の基準

通所介護費等算定方法第一号、第二号、第五号から第九号まで

、第十一号、第十六号、第十九号、第二十号から第二十二号まで

に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

ヌ （略） ト （略）

ル 介護職員処遇改善加算 チ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金

の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定認知 の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定認知

症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応 症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応

型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、 型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

平成33年３月31日までの間（⑷及び⑸については、別に厚生労働 平成30年３月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加

大臣が定める期日までの間）、次に掲げる単位数を所定単位数に 算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合
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加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場 においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからヌまでにより算定した単位 ⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算定した単位

数の1000分の111に相当する単位数 数の1000分の111に相当する単位数

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからヌまでにより算定した単位 ⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算定した単位

数の1000分の81に相当する単位数 数の1000分の81に相当する単位数

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからヌまでにより算定した単位 ⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからトまでにより算定した単位

数の1000分の45に相当する単位数 数の1000分の45に相当する単位数

⑷・⑸ （略） ⑷・⑸ （略）

６ 地域密着型特定施設入居者生活介護費 ６ 地域密着型特定施設入居者生活介護費

イ 地域密着型特定施設入居者生活介護費（１日につき） イ 地域密着型特定施設入居者生活介護費（１日につき）

⑴ 要介護１ 534単位 ⑴ 要介護１ 533単位

⑵ 要介護２ 599単位 ⑵ 要介護２ 597単位

⑶ 要介護３ 668単位 ⑶ 要介護３ 666単位

⑷ 要介護４ 732単位 ⑷ 要介護４ 730単位

⑸ 要介護５ 800単位 ⑸ 要介護５ 798単位

ロ 短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費（１日につき） ロ 短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費（１日につき）

⑴ 要介護１ 534単位 ⑴ 要介護１ 533単位

⑵ 要介護２ 599単位 ⑵ 要介護２ 597単位

⑶ 要介護３ 668単位 ⑶ 要介護３ 666単位

⑷ 要介護４ 732単位 ⑷ 要介護４ 730単位

⑸ 要介護５ 800単位 ⑸ 要介護５ 798単位

注１ （略） 注１ （略）

２ ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する ２ （略）

ものとして市町村長に届け出た指定地域密着型特定施設におい

て、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場合に、

利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定

する。ただし、看護職員又は介護職員の員数が別に厚生労働大

臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定める

ところにより算定する。
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